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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

１ 地域の災害想定リスク 

（１）地震 

    千葉県は近い将来（今後約１００年程度）県内に大きな被害をもたらす可能性

の高い三つの地震（東京湾北部地震、千葉県東方沖地震、三浦半島断層郡による

地震）を想定した被害想定調査（平成１９年度に実施）や今後３０年以内に発生

する確率の高い地震（千葉県北西部直下地震）被害想定調査（平成２６・２７年

度に実施）によると、最も被害が大きい想定地震は千葉県北西部直下で、旭市に

おいては市内の一部で震度６弱、大部分が震度５強となり、揺れと液状化で全壊

２０棟、負傷者７０人と予測されている。 

 

（２）津波 

    千葉県では、過去に県内に大きな津波被害をもたらした１６７７年の延宝地震

津波、１７０３年の元禄地震津波の浸水想定調査を行っており、元禄地震津波が

発生した場合には、県道１２２号付近まで津波が遡上し、仁玉浜、飯岡漁港付近

では２ｍ以上の浸水があると予測されている。また、新川を遡上した津波は、仁

玉川合流点付近（旭市井戸野）まで到達すると予測されている。 

また、延宝地震津波が発生した場合には、新川を下田橋（旭市神宮寺）手前ま

で遡上するほかは、海岸及び漁港付近までの遡上と予測されている。 

その他、千葉県では津波警報のレベル（津波警報３ｍ、大津波警報５ｍ、大津

波警報１０ｍ）に対応した浸水深も予測しており、大津波警報１０ｍのケースで

は県道１２２号を越え、これより南側の地域が広範囲に２ｍ以上浸水すると予測

されている。 

さらに、平成２６・２７ 年度の千葉県地震被害想定調査では、東北地方太平

洋沖地震の割れ残りを考慮した房総半島東方沖日本海溝沿い地震の想定による

と、市内の上永井地点では地震発生後３９．６分後に６．８ｍの津波が到達し、

１１０ｈａが浸水すると予測されているが、この津波による人的被害・建物被害

は発生しないと予測されている。 

 

（３）風水害 

   当市では令和元年の台風１５号（房総台風）では、全半壊、一部損壊を含む２，

３３３軒の住家被害、１９，１００軒の停電被害などが発生している。 

また、傾斜地崩壊危険箇所が９１箇所あり、これらは低地と台地の境界線の段

丘崖等に分布している。これらの危険箇所のうち８箇所は、急傾斜地崩壊危険区

域に指定され、防災工事や保全措置がとられているとともに、これらの危険箇所

等のうち１５５箇所（令和６年８月２日現在）は、警戒避難体制を整備すべき土

砂災害警戒区域に指定されている。 

このほか、山腹崩壊危険地区（がけ崩れ）が３２箇所あり、これらは主に下総

台地と沖積低地の境界付近に分布している。 

 このような危険箇所の多くは、小規模事業者や中小企業者の多くが集積してい

る 
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中心市街地や国道等の幹線道路等からは外れている。 

  （４）大規模事故 

     近年の社会基盤の整備や産業の高度化により、自然災害だけでなく、社会的

な原因による事故災害が発生し、住民生活に多大な影響を及ぼす危険性が増大

している。 

当市内及び周辺には、東日本旅客鉄道総武本線、成田国際空港等が存在し、

海岸部では過去に船舶事故や油流出事故の被害を受けており、陸海空において

大規模な事故が発生するおそれがある。 

 

 

２ 商工業者の状況 (令和６年４月１日現在) 

（１）商工業者数   ２，５７７人 （商工会による独自調査） 

（２）小規模事業者数 ２，０８２人 （令和３年度経済センサス） 

   内 訳 

業 種 商工業者数 小規模事業者数 備考(立地状況等) 

建設業 ３９２ ３８９ 市内に広く分散している 

製造業 ２３５ １８５ 工業団地内をはじめ、市内

に広く点在している。 

卸売業 １５２ ８３ 点在している。 

小売業 ５５１ ３８８ 

ＪＲ旭駅周辺の商店街や国

道等の幹線道路沿いに多く

が集積している。 

飲食・宿泊業 ３３８ ３２７ 国道等の幹線道路沿いや海

岸周辺の通り沿い、商店街

周辺に多くが集積してい

る。 

サービス業 ８６４ ６６５ ＪＲ旭駅周辺の商店街や国

道等の幹線道路沿いに多く

が集積している。 

その他 ４５ ４５ 市内に広く分散している 

合 計 ２，５７７ ２，０８２  

   

 

３ これまでの取組 

 （１）当市の取組 

   ① 旭市地域防災計画の策定 

     当市では、災害対策基本法（昭和３６年法第２２３号）第４２条の規定に基

づき、さまざまな災害に備えて旭市や防災関係機関等が全機能を発揮して、住

民の生命、身体、財産を守ることを目的に、「旭市地域防災計画」を防災対策

の総括的な計画として策定している。計画は総則編、地震・津波編、風水害編、

大規模事故編及び資料編で構成されており、直近では令和４年３月に内容を一

部修正している。 

 

   ② 防災訓練の実施 

     津波から市民の生命を守るため、海岸沿線の住民等を対象とした津波避難訓
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練を定期的に実施するなど、当市では区（自治会）、事業所、防災関係機関等

と協力し、防災訓練を実施している。 

     総合防災訓練・・・住民避難災害対策本部設置など 

各種防災訓練・・・消防訓練、学校、保育所等で行う児童・生徒等の避難訓 

練など。 

 

   ③ 防災備蓄倉庫の維持管理 

     災害時の避難場所となる小・中学校等に資機材及び食料及び医薬品等を確保

するために整備した防災備蓄倉庫の適切な維持管理を行っている。また、備蓄

物資の性質に応じ、集中備蓄又は避難所の位置等を勘案した分散備蓄にも配慮

するとともに、備蓄拠点を設けるなどの体制の整備に努めている。 

 

   ④ 防災備品の備蓄 

     防災アセスメントの結果から備蓄目標を設定し備蓄に努めている。備蓄品は

生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資や避難所

運営に必要な資機材などとし、計画的な備蓄に努め、選定に際しても地域特性

や要配慮者・女性の避難生活等に配慮している。 

 

 （２）当会の取組 

   ① 東日本大震災で被災した事業者への義援金の配分 

   ② ＢＣＰ（事業継続計画）に関する各種施策の周知 

   ③ 損害保険会社（千葉県火災共済協同組合等）と連携した損害保険への加入促

進 

   ④ 被災事業者に対する各種補助金申請の支援（小規模事業者持続化補助金や県

の災害復旧補助金等） 

   ⑤ 日本政策金融公庫や県・市などの公的な各種融資制度の斡旋 

   ⑥ 国、県及び市が行った商工業関係被害状況調査への協力 

 

 

Ⅱ 課題 

（１）当市の防災計画では、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者一覧に商工会

の取り組むべき内容が記載されているが、その内容は商工業関係被害状況調査の協

力や救援用物資、復旧資材の確保についての協力、融資希望者のとりまとめ・斡旋

等と漠然的な記載にとどまっている。災害が多発している近年の状況下において被

災からの早期の復旧・復興を目指し、経済的被害を最小限にとどめるためには、当

市と当会の間における緊急時のより具体的な取組みや協力体制等の構築等が必要

となっている。 

 

（２）当会職員が被災した場合に機動力を失うことになるため、千葉県商工会連合会等

との応援体制の構築等が必要となっている。 

 

（３）ＢＣＰ（事業継続計画）を策定している小規模事業者はフランチャイズに加盟し

ているコンビニ等のごく一部に限られており、小規模事業者のほとんどが策定して

しない。 
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（４）災害に関する平時・緊急時の対応（各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）の作

成等）を推進するノウハウを持った人員が不足している。 

 

 

Ⅲ 目標 

 １ 発災時における連絡を円滑に行うため、当市と当会との間における被害情報報告

ルートを構築する。 

 ２ 発災後、速やかな復興支援策が行えるよう当会における体制と千葉県商工会連合

会等の関係機関との連携体制を構築する。 

 ３ ＢＣＰ（事業継続計画）策定率の向上に向けて、地区内小規模事業者に対して災

害リスクの認識と事前対策の必要性を周知する。 

 ４ 各種研修会へ当会経営指導員を派遣し、各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）

作成等を推進するためのノウハウや知識の習得を通じて資質の向上を図る。 

 

※ 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに千葉県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

Ⅰ 事業継続力強化支援事業の実施期間(令和７年４月１日～令和１２年３月３１日) 

 

Ⅱ 事業継続力強化支援事業の内容 

 

 １ 事前の対策 

（１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

   ① 当会職員（経営指導員等）による巡回指導時に、ハザードマップ等を用い

て事業所立地場所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減するための取組

や対策について説明する。 

   ② 市広報や商工会報、当会のホームページ等において、国・県の施策の紹介

や各種損害保険の概要、ＢＣＰ（事業継続計画）を策定した小規模事業者の

事例紹介等を行う。 

   ③ ＢＣＰ（事業継続計画）策定の専門家を招へいし、小規模事業者を対象に

ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会を開催する。 

   ④ 当会経営指導員による巡回指導時に、中小企業等経営力強化法に基づく「事

業継続力強化計画」の申請等に関する支援を実施する。 

   ⑤ 当会経営指導員を中小企業大学校東京校が専門研修として開催する「ＢＣ

Ｐ（事業継続計画）策定研修会」へ派遣する。 

 

 （２）商工会自身の事業継続計画の作成 

    令和２年度に危機管理マニュアルを作成 

 

 （３）関係団体等との連携 

   ① 損害保険会社等と連携し、小規模事業者を対象に損害保険加入説明会や損

害保険見直しのための個別相談会を毎年度開催する。 

   ② 金融機関等の関係機関へハザードマップや損害保険への加入に向けた各種

ポスターの掲示、パンフレットの設置を依頼する。 

   ③ 被災した小規模事業者が低金利融資を受けられるように、金融機関と協力、

連携を図る。 

④ 被災した小規模事業者が事業設備等を早期復旧できるように優先的な修

繕・修理に向けて建設・設備等の関連団体と連携する。 
 

 （４）フォローアップ 

   ① 中小企業等経営力強化法に基づく「事業継続力強化認定企業」に対してそ

の取組み（策定した BCP 計画の遂行）を支援する。 

   ② ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会に出席した小規模事業者に対して

専門家を派遣し、ＢＣＰ（事業継続計画）策定に向けて具体的に支援する。 

   ③ 当会に事業継続力強化支援協議会（構成員：当市担当者、当会正副会長）を

必要に応じて設置し、小規模事業者のＢＣＰ（事業継続計画）への取組み状況

等について協議する。 
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 （５）当該計画に係る訓練の実施 

     年に一度、様々な自然災害（マグニチュード７の地震等）が発生したと仮

定し、当市と当会とで連絡ルートの確認等を実施する。なお、毎年当市主催に

よる大規模な防災訓練が実施されるため、当該計画に係る訓練は必要に応じ

ての実施とする。 

 

（６）防災備品の購入 
   毎年度、当会財源の可能な範囲内で自然災害等による停電等に備えて発電機

や携帯充電用備品、ブルーシート等の防災備品を購入する。 
 

   防災備品 購入一覧（計画期間内に順次購入） 

備品名 数量 備品名 数量 

ｗ ｅ ｂ 会 議 用 機 材 

（カメラマイク） 
7台 パソコン 2台 

ｗ ｅ ｂ 会 議 用 機 材 

（ソフト） 
1個 ポケット wi-fi 3台 

懐中電灯 5個 扇風機（夏季用） 10台 

発電機 1台 防寒具（カイロ等） 15箱 

蓄電器 2台 電気ポット 5台 

携帯電話充電器 5台 飲料水（2ℓ） 500本 

ブルーシート   150枚 救急セット 5セット 

土嚢袋   150枚 消毒液（10ℓ） 3本 

携帯ラジオ 2台 体温計（非接触型） 3本 

乾電池 100本 マスク 1,500枚 

 

 （７）その他 

   ① 重要なデータの適切な保管と情報収集・発信手段等を整備する。 

   ② 緊急時に必要な資金を確保する。（引当金として計上） 

 

２ 発災後の対策  

   自然災害等発災時には、下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ

連絡する。 

 

 （１）応急対策の実施可否の確認 

   ① 当会事務局長は、発災後３時間以内に職員緊急連絡網やＳＮＳ等により、

職員の安否と業務従事の可否を確認する。 

      ※事務局長が被災した場合は次席の者等が職員緊急連絡網等を指揮す

る。 

② 業務従事が可能な当会職員が把握した大まかな被害状況（家屋被害や道路

状況等）は当市と当会で共有する。 

 

 



7 

 

 （２）応急対策の方針決定 

   ① 当会職員の自然災害等発災時における出勤は次のとおりとする、 

   （ア）職員自身の目線で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤せず、職員自

身がまず安全を確保し、警報解除後に出勤する。 

   （イ）道路の陥没や崖崩れ等により交通の遮断等がある場合は、出勤せず、安全

が確認された後に出勤する。 

   （ウ）家族が被災した場合は、出勤せず家族の身の安全が確保された後に出勤

する。 

   

② 当会職員全員または大多数が被災等により応急対策に従事できない場合の

役割分担は、次のとおりとする。 

 

地区名 役職名 人数 応急対策の内容 

旭地区 理事 ２人 大まかな被害状況の把握等 

飯岡地区 理事 ２人 〃 

海上地区 理事 ２人 〃 

干潟地区 理事 ２人 〃 

 

   ③ 当会による大まかな被害状況の把握は２日以内に実施し、その状況を当市

と当会で共有する。 

 （旭市と旭市商工会で共有する被害規模等の目安） 

被害規模 被害状況 

大規模な被害が
ある 

・地区内 10％以上の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 1％以上の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等
大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれている地域において連絡が取れない、もしくは、
交通網が遮断されており、確認ができない。 

中規模な被害が
ある 

・地区内 5％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.5％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」
等大きな被害が発生している。 

被害がある 

・地区内 1％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」
等大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない 

      ※連絡の取れない地域は、大規模な被害が生じている可能性があると考える。 

 

④ 旭市と旭市商工会は災害時、以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に２回以上共有する。 

必要に応じて追加する 

２週間～３週間 １日に２回共有する 

３週間～１ヶ月 １日に１回共有する 

２ヶ月以降 ２日に１回共有する 

     ※電話・ＦＡＸ・メール・携帯等による通常の連絡が不通の場合には商工会が直

接市役所を訪問し、被害情報等を報告する。 
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３ 発災時における指示命令系統・連絡体制 

（１）自然災害発生時における地区内の小規模事業者の被害状況の迅速な報告及び

指揮命令を円滑に行うための連絡ルートは次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）二次被害を防止するための被災地域での活動は次のとおりとする。 

   当市及び当会からの要請等に基づき、当会の役員と職員が二次被害を防止す

るための諸活動を実施する。 

※役員は被災地域以外の者とする。 

 

 （３）当市と当会は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の

算定方法について次のとおりとする。 

 

   ① 確認方法 

     当会の役員及び職員で構成する「災害復旧支援班」を地区ごとに組織し、

被災事業所を実訪してヒアリング調査等を実施する。 

構成員／班長：役員１名  班員：役員１名、職員１名 

  ※役員は被災地域以外の者とする。 

 

   ② 被害額の算定方法 

被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法について、当市と当会で

あらかじめ確認しておく。なお、国や県から指示があった場合は、その指示

に基づいて算定する。 

 

 （４）当市と当会が共有した上記の（２）及び（３）の情報は千葉県の指定する方

法にて当市より千葉県へ報告するとともに、当会より千葉県商工会連合会に報

告する。 

 

 

 ４ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

   当会による支援は次のとおりとする。 

千葉県商工労働部 経済産業局等

旭市 

千葉県商工会連合会 

旭市商工会 
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 （１）当会の大会議室等を避難場所として開放する。 

 （２）当会の電源を携帯電話充電のために開放する。 

（３）当会の発電機等機材を貸出する。 

（４）ブルーシート等を配布する。 

（５）経営や資金繰り等の相談窓口・特別相談窓口の開設について旭市と相談し、安

全性が確認された場所において相談窓口を設置する。 

 （６）当会は、国から依頼を受けた場合は安全性が確認された場所において、経営や

資金繰り等の相談窓口・特別相談窓口を設置する。 

 （７）前記３の（３）で収集した被害状況等をもとに、地区内小規模事業者等の被害

状況の詳細を確認する。 

 （８）応急時に有効な被災事業者施策（国、県、市の施策）を地区内小規模事業者等

へ周知する。 

 （９）地区内小規模事業者等向けに被災事業者施策（国、県、市の施策）の説明会及

び個別相談会を開催する。 

 

 

 ５ 地区内小規模事業者に対する復興支援 

 （１）千葉県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者を支

援する。 

 （２）被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合は、他の地域から

の応援派遣等を千葉県商工会連合会等に相談する。 

 （３）被災小規模事業者が補助金や助成金、給付金等を申請する場合の書類作成等

を支援する。 

 （４）日本政策金融公庫・千葉県制度融資等の融資を斡旋する。 

（５）事業再建計画の策定を支援する。 

 

 

 ６ 感染症対策 

   新たに発生が予想される感染症対策は次のとおりとする。 

（１）事前の対策 

  ① Web 会議や交代勤務（在宅勤務）の導入に向けて必要なパソコン等の機器

や通信環境等を整備する。 

   ② 消毒液やマスク等を事前に購入して備蓄する。 

     （注）前記Ⅱの１の（６）の主な防災備品購入一覧に記載のとおり 

 

（２）流行時の対策 

  ① 当会職員をグループごとに編成し、交代勤務（在宅勤務）を導入する。 

  ② 通常総会、理事会及び正副会長会議等の商工会の管理・運営に必要な会議

は書面議決とする。 

  ③ 消毒液やマスク等が不足している小規模事業者へこれらを配布する。 

   ④ 当会職員のいずれかが感染した場合は県や保健所等の指示に従うものと

し、場合によっては事務所を閉鎖する。 

 

 ７ その他 

   上記内容に変更が生じた場合には、速やかに千葉県に報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和６年１０月現在） 

Ⅰ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に
規定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 
  １ 当該経営指導員の氏名、連絡先 
    経営指導員  伊藤 里将（連絡先は下記Ⅲ－１参照） 
 
  ２ 当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

（１）本計画の具体的な取組の企画や実行 
（２）本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 
 Ⅲ 商工会／関係市町村連絡先 

 
  １ 旭市商工会 
    〒２８９－２５１６  旭市ロの７９５番地６ 
     ℡ ０４７９－６２－１３４８   Fax ０４７９－６２－１３４４ 
      Ｅ－ｍａｉｌ：1asahi@asahishi.jp 
 
  ２ 旭市役所  商工観光課 

〒２８９－２５９５  旭市ニの２１３２番地 
℡ ０４７９－６２－５８７４   Fax ０４７９－６２－４２００ 
Ｅ－ｍａｉｌ：syoko@city.asahi.lg.jp 

 

 
 

連携 

旭市長 

旭市 
商工観光課長 連携 

連絡調整 

旭市商工会 
法定経営指導員 指導／助言 

 

連
携 

連
絡
調
整 

旭市商工会 
会 長 

旭市商工会 
事務局長 

報
告 

指
示 

旭市商工会 
事務局 

報
告 

指
示 

報
告 

指
示 
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

 

（単位：千円） 

 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 
令和 10年

度 

令和 11年

度 

必要な資金の額 １３７ ２８０ ３８５ ３５５ ３４０ 

  
ＢＣＰ策定個別
相談会開催費 
通信費他 
 
 
 
 
防災備品 
購入費 
 

 
 
 

１２０ 
 
 
 
 
 

１７ 
 
 
 

 
 
 

１２０ 
 
 
 
 
 

１６０ 
 
 

 

 
 
 

１２０ 
 
 
 
 
 

２６５ 
 
 

 

 
 
 

１２０ 
 
 
 
 
 

２３５ 
 
 

 

 
 
 

１２０ 
 
 
 
 
 

２２０ 
 
 

 

 

 

調 達 方 法 

会費収入、事業収入、手数料収入、千葉県小規模補助金、旭市育成補助金等 
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（別表４） 

  事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村

以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する

事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 千葉県火災共済協同組合  代表理事  寺下 俊哉 

 千葉市中央区富士見２－２２－２ 千葉中央駅前ビル２階 

 ℡．０４３－２０１－３０３３  FAX．０４３－２２１－８８３０ 

 

連携して実施する事業の内容 

 

① 災害リスクの周知と損害保険の加入個別相談会の開催 

② 損害保険見直しのための個別相談会の開催 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

① 災害リスクの周知と損害保険の加入個別相談会へ職員を派遣 

② 損害保険見直しのための個別相談会へ職員を派遣 

 

連携体制図等 

 

 

連携 
旭市商工会 
法定経営指導

員 
指導／助言 

旭市商工会 
事務局 

連
携 

小規模事業者を対象に、災害リスクの周知と損害保険の加入推進等
を実施 

千葉県火災共済協同組合 


